
 
福祉のまちづくりに向けて 

令和８年度 佐渡市社会福祉協議会の主な地域福祉事業 
１．つながり、支え合うまちづくり 

事業名 内  容 

福祉教育事業 

（ふくボラ出前塾） 
学校や自治会、島内企業、事業所に出向き、高齢者疑似体験や災害ボランティ

ア等をプログラムとした講座を実施します。 

生活支援体制整備事業の 

実施 

地域包括ケアシステムの構築に向け、生活支援コーディネーター（地域支え合

い推進員）を配置し、地域の課題やニーズ、資源把握に努めます。関係機関と連

携し生活支援・支え合いの地域づくりを進めます。常設の居場所「ほっとてらす」

を拠点に、利用者が人との関係の中から生きがいをみつけられるよう、つながりと

助け合い活動のきっかけを創出します。 

佐渡市社会福祉大会の 

実施 
市民、福祉関係者の参加のもと、佐渡市社会福祉大会を開催し、住民参加によ

る福祉の島づくりの理解と意識の高揚を図ります。 

共同募金事業の協力 赤い羽根共同募金運動の推進と支援協力を行います。 

福祉団体への活動支援 
老人クラブ連合会・身体障がい者福祉協議会・手をつなぐ育成会の事務及び

事業協力を行います。 

戦没者慰霊祭の実施 戦没者の慰霊のため、戦没者慰霊祭の実施・協力支援を行います。 

ボランティア研修会等の 

実施 
人材の発掘・育成のために研修会等を実施します。 

 （ボランティア交流会、フォローアップ研修、セカンドライフ講座） 

ボランティア活動の推進 
誰もがボランティア活動ができる地域社会の実現に向け、ボランティア登録を

促進し、活動者の拡大を進めるとともに、関係機関・団体と顔の見える関係を築

き、ボランティアニーズの把握や発掘に努めます。 

ボランティアの相談、 

連絡調整 
ボランティアセンターにてボランティアの相談、連絡調整を行い、活動を広げま

す。 

ボランティアセンター情報

の発信 
「ボランティアセンター公式LINEアカウント」、広報紙及び社協ホームページを

活用してボランティアに関する情報等を発信します。 

ボランティア情報ブックの

更新 
ボランティアセンターに登録している個人や団体の活動の場を広げるとともに、

地域活動等が活発になるよう情報の提供を行います。 

世代間交流事業の 

実施・支援協力 

子どもと高齢者、親子と高齢者がふれあい交流することでお互いの理解を深

め、助け合いの心を育みます。また、地域で子育てを行う地域性を育むため、地域

食堂等活動の支援協力を行います。 

夏休みボランティア体験 

プログラムの実施 
児童・生徒を対象に、夏休み期間中に介護施設や配食サービス事業・おはよう

コール事業等のボランティア体験の受入れを実施します。 
 

２．健やかな暮らしを支えるまちづくり 

事業名 内  容 

地域づくり懇談会事業の 

実施 

社協の事業理解を進めるとともに、支え合いマップや地域カルテを活用して課

題やニーズを可視化し、情報共有を図ります。 

可視化した情報を基にして、見守り活動や災害時の対応など、地域で解決する

方法を住民とともに考え、実行に向けて取り組みます。 

見守り活動の推進 
一人暮らし高齢者世帯等への近隣住民によるさりげない声がけや訪問、外観

からの見守り等を行い、不安や孤独感の解消及び孤立死等の防止に努めます。 

おはようコール事業 
一人暮らし高齢者、日中独居高齢者等の安否確認を電話で行い、健康状態の

把握や孤独感の解消を図ります。 

配食サービス事業 
配達にボランティア団体や地域住民の協力を得て、食生活に不安のある方へ

お弁当をお届けし、健全な食生活の支援と安否確認を行います。 



事業名 内  容 

福祉つながりセット 

配付事業 

社協や福祉とつながる機会として、80 歳以上一人暮らし高齢者・高齢者のみ

世帯の方に、民生委員、地域住民、社協職員が生活用品を持参し訪問すること

で、高齢者のニーズ把握を行います。併せて、社協事業の紹介、季節柄の注意喚

起を行います。（年２回） 

民生委員児童委員等との 

連携強化 
地域課題や要支援者情報の共有、円滑な支援活動を行うために、民生委員児

童委員や社協事業所間との連携を強化します。 

地域の居場所づくり事業 

地域住民同士の繋がりを深め、生きがい、健康づくり及び社会参加を図り、併

せて日中孤立しがちな高齢者等の閉じこもりを予防することを目指し、住民主体

の企画・運営による地域の居場所づくりを推進します。子ども食堂や地域食堂、学

校や入浴施設を拠点とした活動等、新たな形の居場所づくりを支援し地域交流

を拡充します。 

地域力強化推進事業 
住民参画による地域福祉活動を推進するため、コミュニティソーシャルワーカー

（福祉なんでも相談員）の配置により、アウトリーチ機能を強化し、地域ニーズや

課題を把握します。 

生活困窮者自立支援事業

の推進 

生活や経済的な困りごとについて、専門のスタッフが話をうかがい、一人ひとり

の状況に応じた解決方法を一緒に考え、さまざまな関係機関と連携して支援を行

います。 

社協就労体験事業 
就労準備支援事業登録者等、就労体験やボランティア活動を希望する方が本

会にて活動することにより、他者との関わりを持つ機会や社会参加のきっかけに

つなげます。 

生活福祉資金の貸付支援 
低所得者、障がい者、高齢者世帯等に対し、生活の安定と自立を目的に資金

の貸付を行います。 

介護予防教室の実施 
地域の身近な会場で開催し、健康チェック・運動機能を向上させるメニューを

取り入れることにより、高齢者が要介護状態となることを予防します。 
 

３．安心安全で住みやすいまちづくり 

事業名 内  容 

災害救援体制の整備 
予期せぬ自然災害に備え、災害時の救援活動を迅速に行えるよう、研修を実

施するとともにボランティアネットワークを拡充します。 

地域福祉会への活動支援 
見守り活動を実施しているグループ等へ活動が継続されるよう支援を行いま

す。また、地域に根差した福祉活動を行っている団体の掘り起こしを行い、活動の

把握、活性化等の支援を行います。 

車椅子貸与事業 
ケガや病気等により一時的に車椅子を必要とされている方に、車椅子を無料

で貸出します。 

歳末たすけあい事業の実施 

市民から協力いただいた歳末たすけあい募金により、高齢者や障がいを持つ

方が気持ちよく新年を迎えることを目的にサービスを選択いただき実施します。 

  市内小中学校の児童・生徒が作成したメッセージカードを歳末サービスと併せ

て配付し、交流を図ります。 

生活支援ボランティア派遣事業

（ごむしんネット）の実施 

高齢者や障がい者、子育て世帯に対し、生活支援ボランティアを有償で派遣

し、ゴミ出しや買い物、話し相手など日々の暮らしの中での困りごとを代行し、生

活上の支障や不安の軽減等、生活支援を行います。 

移送サービス事業の実施 
公共交通機関を利用することが困難な高齢者や車椅子利用者に、ボランティ

アが運転する福祉車輌により通院等の外出を支援します。 

日常生活自立支援事業の 

推進 

判断能力が不十分な方が自立した生活を送れるよう、福祉サービスの利用援

助や日常的な金銭管理サービス、書類等の預かりサービスを提供します。また、専

門員・生活支援員の資質向上を図り、利用者の状況に応じた援助に努めます。 

成年後見事業の実施 
成年後見制度に関する相談支援、普及啓発及び後見人等の受任を行い、高齢

者や障がい者等の権利擁護支援に努めるとともに、市民後見人の養成・活動支

援に取り組みます。 

問い合わせ先 佐渡市社会福祉協議会佐和田支所 地域福祉係 ５７－８１４１ 

  相川地域センター ７４－００５５ 

  金井地域センター ６３－６２００ 


